
 

 No. 

  LAW-001 
 

 

 消防法施行令第８条に規定する開口部のない耐火構造の壁の区画に、アス 

 ロック 60mm 厚ロックウール充填品は使用可能ですか。 
 

 

 弊社見解 
 

 

 建築基準法改正以降、使用出来なくなったと判断しています。 
 

 

 上記の区画（略称：令８区画）の構造については、消防庁予防課長より各

都道府県消防主幹部長あてに、平成７年３月３１日付で消防予第５３号の通

知が出されており、詳細な説明がされています。 
 令８区画の構造については、次のように記載があります。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 令８区画は、「開口部のない耐火構造の床又は壁による区画」とさ

れていることから、次に示す構造を有することが必要であること。 

ア 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又はこれらと同等

に堅牢かつ容易に変更できない耐火構造であること。 

 イ 建築基準法施行令第１０７条第１号の通常の火災時の加熱に２時

間以上耐える性能を有すること。（以下省略） 
 

 
 
 
 
 
 
 

 この中で「イ」に該当するのは、通知の日付より旧建築基準法であり、旧

施行令１０７条第１号の内容は以下の通りです。 
 

 
 （壁部分、他省略）
 
 
 

 

 最上階及び最上

 階から数えた階

 数が２以上で４

 以内の階 
 

 

 最上階から数 

 えた階数が５ 

 以上で 14 以内 

 の階 
 

 

 最上階から数

 えた階数が 15

 以上の階 
 
 

 
 
 
 
 

 

  間仕切壁 
 

 

１時間 
 

 

  ２時間 
 

 

  ２時間 
 

 

 

  耐力壁 
 

 

１時間 
 

 

  ２時間 
 

 

  ２時間 
 

 

 

 延焼の

 おそれのある

 部分 
 

 

 
１時間 

 
 

 

 
  １時間 
 
 

 

 
  １時間 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 壁
 
 
 
 
 

 

 
 
 外 

 壁 
 
 
 
 

 

 非 

 耐 

 力 

 壁 
 
 

 

 上記外
 

 

３０分 
 

 

  ３０分 
 

 

  ３０分 
 

 

  この内容は、建築基準法の改正により以下に変わっています。 
 

 
 （壁部分、他省略）
 
 
 

 

 最上階及び最上

 階から数えた階

 数が２以上で４

 以内の階 
 

 

 最上階から数 

 えた階数が５ 

 以上で 14 以内 

 の階 
 

 

 最上階から数

 えた階数が 15

 以上の階 
 
 

 
 
 
 
 

 

  間仕切壁 

 耐力壁に限る。
 

 

１時間 
 
 

 

  ２時間 
 
 

 

  ２時間 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 壁
 
 
 

 

  外  壁 

 耐力壁に限る。
 

 

１時間 
 
 

 

  ２時間 
 
 

 

  ２時間 
 
 

 

 

 見解理由 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 以上より、建築基準法の改正以前は使用可能ですが、法改正により２時間

耐火構造は耐力壁に限定されたため、使用出来ないと判断します。 

 
 

 

 添付資料 
 
 

 

・「令８区画及び共住区画の構造並びに当該区画を貫通する配管等の取り 

  扱いについて（通知）」 
 

担当部門 株式会社ノザワ 建設技術室 ０７８－３３３－７７００ 

 








